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丸一木材 三重県津市 R5.8.22
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第480条

労働者に伐倒木の枝払い作業を行わせ
るにあたり、くい止め等の転落防止措
置を講じさせなかったもの。

R5.8.22送検

（株）メイユウ
愛知県名古屋市
熱田区

R5.10.18
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

４日以上の休業を要する労働災害が発
生したのに、遅滞なく労働者死傷病報
告書を提出しなかったもの。

R5.10.18送検

森下組 三重県名張市 R5.10.24
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第481条

労働者に倒木の玉切り作業を行わせる
にあたり、労働者の立入を禁止する措
置を講じていなかったもの。

R5.10.24送検

浜口塗装 三重県志摩市 R6.1.23
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条

高さ約３.５メートルの足場上で労働
者に作業を行わせる際に必要な墜落防
止措置を講じていなかったもの。

R6.1.23送検

梅鉢運輸株式会社 大阪府堺市 R6.2.5
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74

最大積載量が５トン以上の貨物自動車
の荷台で作業を行わせる際に保護帽及
び作業靴を使用させなかったもの。

R6.2.5送検

有限会社富屋物流 三重県津市 R6.3.7 労働基準法第32条
労働者１名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

R6.3.7送検

株式会社ＳＰＡＣＥ 三重県松阪市 R6.3.22 最低賃金法第４条
労働者42名に対する最大４か月分の定
期賃金合計約660万円を、所定支払日
に支払わなかったもの。

R6.3.22送検

株式会社崎山組 奈良県橿原市 R6.3.22
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条

関係請負人の個人事業主に当該足場上
での作業を行わせるにあたり必要な連
絡調整を行わなかったもの。

R6.3.22送検

堺鋼板株式会社 三重県伊賀市 R6.3.25
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第119条

荷の落下により労働者に危険を及ぼす
おそれがある箇所に、関係労働者以外
の労働者を立ち入らせたもの。

R6.3.25送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案


